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第 １２ 回 庁 議 要 旨 

 

                                                               日 時：平成２３年６月２０日（月） 

                                                 午前９時 

会 場：庁議室 

 

[審議事項] 

１ 東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免について（生活環境部税務課） 

（1）主な内容 

      東日本大震災の災害被害者の経済的負担を軽減するため、市税を減免する。 

    ア 個人市民税 

           減免対象は、平成２３年３月から５月分までの特別徴収分と２３年度分とする。 

           減免の割合は、課税対象者の死亡等並びに損害の程度及び所得金額等による。 

    イ 法人市民税 

浸水区域内にのみ事務所又は事業所を有する法人は均等割を免除するとともに、法人税

割の税率を軽減する。 

       また、震災により受けた損失が、資本金の額又は出資金の額の２分の１以上の場合には、

各事業年度分の法人割額を減免する。 

    ウ 固定資産税 

農地又は宅地、家屋、償却資産に分類し、損害の程度により減免する。 

   都市計画税を２３年度は課税しない。 

（2）今後の予定 

ア 東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する条例の制定 

：公布の日から施行 

      イ 東日本大震災による災害被害者に対する市税の減免に関する規則の制定 

：条例に合わせ制定予定 

      ウ 「市報８月号に掲載予定」、「ＨＰに掲載」、「各納税組合、法人会、商工会議所へ通知」 

 

２ 東日本大震災に係る市税の特例措置の創設について（生活環境部税務課） 

（1）主な内容 

東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、個人住民税に係る特例措置並びに固定資

産税及び都市計画税の課税免除等の措置を講ずる。 

ア 市民税関係    

        （ア） 東日本大震災に係る雑損控除額等の特例 

              住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、平成２３年度住民税での適用を可能

とした。  また、繰越し可能期間を現行の３年から５年にした。 

(イ)  東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例 

                 住宅ローン控除の適用住宅が、大震災により滅失等しても、平成２５年度分住民税

以降の残存期間の継続適用を可能とする。 

イ 固定資産税・都市計画税関係 

    次に定める事項の申告等について規定する。 

（ア） 被災住宅用地の特例 

     （イ） 被災代替住宅用地の特例 

     （ウ） 被災代替家屋に対する特例 

     （エ） 被災償却資産に対する特例 
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（2）今後の予定 

ア 石巻市市税条例の一部改正：公布の日から施行 

イ 「市報８月号に掲載予」、「ＨＰに掲載」、「各納税組合、法人会、商工会議所へ通知」 

 

３ 東日本大震災に伴う国民健康保険税の減免について（健康部保険年金課） 

（1）主な内容 

東日本大震災に伴い国民健康保険税を減免することにより、被災者の経済的負担の軽減を図る。 

ア 保険税の減免の範囲及び減免割合 

東日本大震災による生計維持者の死亡等並びに被害を受けた損害の程度及び所得金額等

により減免する。 

イ 減免の適用期間 

平成２２年度（平成２３年３月分に限る。）及び平成２３年度の保険税について適用する。 

（2）今後の予定 

        東日本大震災に伴う石巻市国民健康保険税の減免に関する条例の制定 

（施行予定年月日：公布の日から施行し、平成２３年３月１１日から適用する。） 

 

４ 東日本大震災に伴う介護保険料の減免について（健康部介護保険課） 

（1）主な内容 

東日本大震災に伴い第一号被保険者（65 歳以上の方）である被災者の介護保険料を減免する

ことにより、被災者の経済的負担の軽減を図る。 

     ア 減免の範囲及び減免割合 

東日本大震災による生計維持者の死亡等並びに被害を受けた損害の程度及び所得金額等

により減免する。 

       イ 減免の適用期間 

平成２３年３月１１日から平成２４年３月３１日までの間に納期限が設定されている保

険料について適用する。 

（2）今後の予定 

東日本大震災に伴う石巻市介護保険料の減免に関する条例の制定 

（施行予定年月日：公布の日から施行し、平成２３年３月１１日から適用する。） 

 

５ 在宅障害者社会参加促進助成券（タクシー券・燃料券）の交付申請手続き及び交付要件の 

緩和について（福祉部障害福祉課） 

（1）主な内容 

      身体障害者手帳１級から３級、療育手帳Ａ、精神障害福祉手帳 1 級を所持する方について、

「タクシー券・燃料券」の交付申請事務を行ってきたが、平成２３年度については震災により

申請受付事務を見合わせていた。 

これに伴い、平成２３年度に限り「タクシー券・燃料券」の申請手続き及び交付要件を緩和

し、被災障害者への支援強化を図る。 

 ア 平成２２年度に助成券の発行を受けた者【平成２２年度市民税非課税者に限る。】  

        交付申請書の提出を不要とし、対象者あて郵送（配達証明付き）にて現物を発行する。 

    イ 平成２２年度に助成券の発行を受けていない者【平成２２年度市民税非課税者に限る。】    

        交付申請書を郵送し、窓口での申請受付又は、郵送による申請を受け付ける。 

    ウ 平成２２年度市民税課税者で、平成２３年度市民税非課税者（※災害減免者含む）    

        平成２３年度の市民税納付書発行に合わせ、交付申請の受付について市報等で周知。  
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    エ 発行枚数 

       「ア」「イ」は 4月まで遡り年間分（12 月：500円券 36枚）を発行する。 

       「ウ」は、申請月から翌年３月分まで発行（１月：500円券３枚） 

（2）今後の予定 

ア 在宅障害者社会参加促進助成券交付要綱の一部改正：平成２３年 7 月１日施行予定 

イ 平成２２年度市民税非課税者に「現物」又は「交付申請書」を送付（７月初旬） 

ウ 平成２３年７月１５日の臨時市報により制度等について周知 

エ 平成２３年度市民税非課税者及び災害減免者の交付申請受付 

 

６ 中心市街地災害復興事業助成金交付制度の創設について（産業部商工観光課） 

（1）主な内容 

東日本大震災の影響により、被害を受けた中心市街地の商業の活性化を図るため、中心商店

街や商工会議所等で組織する（仮称）仮設店舗運営協議会が実施する中心市街地災害復興事業

に対し助成金を交付し、中心市街地の災害復興を支援するもの。 

ア 助成対象者 

          （仮称）仮設店舗運営協議会（中心商店街や商工会議所等で組織） 

イ 事業内容 

         （独）中小企業基盤整備機構が建設する仮設施設（仮設店舗）の整備促進及び管理等費用 

について助成する。 

    ウ 助成期間：概ね３カ年 

（2）今後の予定 

石巻市中心市街地災害復興事業助成金交付要綱の制定：決裁の日から施行 

 

７ 石巻市中小企業融資あっせん制度の拡充（災害関連枠の創設）について（産業部商工観光課） 

（1）主な内容 

市融資あっせん制度に災害関連枠を創設し、保証料補給及び利子を補給することにより、東

日本大震災の影響により、直接及び間接的に被害を受けた中小企業者を支援する。 

ア 融資対象者 

（ア） 市内に居住し、かつ、市内で事業を営んでいる者 

（イ） 市税及び国民健康保険税を完納し、事業内容が堅実な者 

（ウ） 石巻市小企業小口融資あっせん制度による融資を受けていない者（完納後は可能） 

（エ） 宮城県信用保証協会の代位弁済や金融機関からの取引停止を受けていない者 

（カ） 東日本大震災の影響により、市長から経営の安定に支障が生じていることについての

認定を受けている中小企業者（間接被害）。又は、直接被害を受けた中小企業者にあっ

ては、被災証明書の交付を受けているもの（直接被害） 

     イ 融資あっせんの基準 

資金の使途 運転資金及び設備資金  

貸付限度額 １企業につき 5,000,000円  

償還期間 １０年以内（据置２年以内）  

貸付利率 １．５％  

償還方法 月賦又は一括返済  

保証料補給 ５０％補給  

利子補給 直接被害の場合 １．５％分を補給 ３年に限る。 

その他 保証協会が定める保証制度要領に基づき運用 

     ウ 取扱期間  改正融資あっせん要綱の公布の日～平成２４年３月３１日融資実行分まで 

  



 4 

（2）今後の予定 

石巻市中小企業融資あっせん要綱の一部改正：公布の日から施行 

 

８ 東日本大震災農林水産業災害対策資金利子補給金交付制度の創設について 

（産業部水産課・農林課） 

（1）主な内容 

東日本大震災により被害を受けた農林漁業者等に対して、災害対策資金の円滑な融通を行い、

農林漁業経営の維持及び生活の安定を図る。 

ア 天災資金（水産業、農林業） 

          要件に合致する方について、金融機関に対して約定償還期ごとに ２．８５％（うち 2.1375

～2.35125％は国県の負担）の利子補給金を交付する。 

イ 東日本大震災水産業災害対策資金 

           要件に合致する方について、東日本大震災水産業災害対策資金について、金融機関に対し

て約定償還期ごとに２％（うち１％は県の負担）の利子補給金を交付する。 

ウ 東日本大震災農林業災害対策資金 

要件に合致する方について、東日本大震災農林業災害対策資金について、金融機関に対し

て約定償還期ごとに１．５０％（うち１％は県の負担）の利子補給金を交付する。 

（2）今後の予定 

ア 石巻市天災資金利子補給金等交付要綱の制定：決裁の日から施行 
イ 石巻市東日本大震災水産業災害対策資金利子補給金交付要綱の制定：決裁の日から施行 

ウ 石巻市東日本大震災農林業災害対策資金利子補給金交付要綱の制定：決裁の日から施行 

 

 [報告事項] 

１ 東日本大震災に伴う市発注工事等の前金払の特例措置について（総務部管財課） 

（1）主な内容 

東日本大震災の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、本市発注工事等の前金払の割合の引

き上げなどの特例措置を設ける。 

ア 特例の内容 

(ア) 前金払の割合の引き上げ 

区 分 現 行 特 例 

建設工事 

(請負代金額が１００万円以上) 

請負代金額の１０分の

４以内 

請負代金額の１０分の

５以内 

測量・建設コンサルタント等業務 

(請負代金額が１００万円以上) 

請負代金額の１０分の

３以内 

請負代金額の１０分の

４以内 

(イ) 中間前金払の対象範囲の拡大 

区 分 現 行 特 例 

建設工事 

 

請負代金額が５００万

円以上で、かつ、工期

が１００日以上 

請負代金額が３００万

円以上 

(ウ) 特例の適用期間等 

本件に係る石巻市建設工事等執行規則の一部を改正する規則の施行日（平成２３年

６月７日）以降に契約を締結する次の案件について、当分の間とする。 

ア 平成２３年６月７日以降に新たに請負契約を締結するもの 

イ 平成２３年３月１１日（東日本大震災発生日）以降に新たに請負契約を締結した案

件であって、同年６月７日以降に変更請負契約を締結するもの 
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（2）今後の予定 

ア 市ホームページに掲載し周知する。 

イ 指名通知等に併せて周知する。 

 

２ 東日本大震災に係る非常勤消防団員の死亡の推定の特例について（総務部防災対策課） 

（1）主な内容 

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となっ

た非常勤消防団員の生死が３か月間分からない場合又は死亡が３か月以内に明らかとなり、か

つ、死亡時期が分からない場合には、退職報償金の支給規定及び公務災害補償の支給規定にお

いて死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に死亡したものと推定するた

め関係条例を改正する。  

（2）今後の予定 

ア 石巻市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正：公布の日から施行 

イ 石巻市消防団員等公務災害補償条例の一部改正：公布の日から施行 

 

３ 住民バス運行に係る運行協力金及び運賃の取扱いについて（企画部総合政策課） 

 （1）主な内容 

各地区で運行している住民バス（乗合タクシーを含む。）について、震災に伴う被災者の生

活支援を主たる目的とした運行については、当分の間、運行協力金の運行費への充当を行わな

いとともに、運賃も無料とする。 

 

４ 東北大学大学院工学研究科と石巻市との包括連携に関する協定の締結について 

（企画部総合政策課） 

（1）主な内容 

東北大学大学院工学研究科と石巻市とがそれぞれに有する人的資源、知的資源の交流と活用を

図りながら、地域社会の復興と発展、社会ニーズに対応した研究の深化、未来を担う人材の育成

を目的として、包括連携協定を締結する。 

ア 連携事項 

   （ア） 東日本大震災からの復興に向けた施策推進や地域課題の解決に係る人的資源、知的資源

の活用に関すること。 

     （イ） その他目的を達成するため、両者が協議して必要と認める事項 

イ 協定期間：５年間（自動更新） 

ウ 協定に基づく展開 

   （ア） 震災復興推進本部に対する各分野の専門家の派遣 

   （イ） 震災復興ビジョン有識者懇談会への人的、知的資源の提供 

   （ウ） 震災復興基本計画市民検討委員会に対する人的、知的資源の提供 

   （エ） 震災復興基本計画の策定に対する人的、知的資源の提供 

   （オ） 震災復興基本計画策定後の復興事業等に対する支援 

エ 締結式 

   （ア） 日 時 平成２３年６月２３日（木）１０：００ 

     （イ） 場 所 石巻市役所 ４階 庁議室 

（2）今後の予定 

震災復興基本計画の策定のみならず、地域社会の復興と発展、社会ニーズに対応した地域課

題の解決について、継続的かつ包括的に連携・協力をしていく。 
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５ 東日本大震災で亡くなられた市民への埋火葬費の給付手続きについて（生活環境部環境課） 

（1）主な内容 

今回の震災において、遺族が被災により死亡した者の遺体を引き取り行った埋火葬の費用の

一部を給付することにより、遺族の埋火葬に係る経済的負担を軽減する。 

ア 対象者 

東日本大震災等により被災したため死亡した者の遺体を引き取り埋葬した市民約 

６，０００人（５月２８日現在 死亡者３，０３９人、行方不明２，７７０人、計５，８０９人） 

イ 給付される金額  

 

 

 

 

 

 

 

（2）今後の予定 

ア 死亡届等による火葬台帳・土葬台帳の作成：５月～６月 

イ 遺族宛ての通知の発送及び広報：７月上旬 

ウ 郵送及び窓口等での申請受け付け：７月中旬以降 

エ 申請内容の審査、遺族口座への振り込み：７月下旬以降 

 

[その他] 

１ 平成２３年度市営海水浴場の閉鎖について（産業部商工観光課） 

市営海水浴場（６箇所）は、多くの死者・行方不明者が出た東日本大震災から間もないことや、

施設に甚大な被害が出ているため、今年度は全て閉鎖とする。 

 

以上 

区  分 大人（満１２歳以上） 小人（満１２歳未満） 

埋葬 
基準額 201,000 円以内 160,800 円以内 
（管外搬送） 

特別基準 実費相当額 実費相当額 

死体の処理 

納棺費 実費相当額 実費相当額 

保管料 実費相当額 実費相当額 

ドライアイス 実費相当額 実費相当額 


